
第5期中期計画（2022～2026年度）

点課題（①「質の高い成長」とそれを通じ
た貧困削減、②普遍的価値の共有、平和
で安全な社会の実現、③地球規模への取
り組みを通じた持続可能で強じんな国際
社会の構築）に取り組むとともに、P.13
図に示した4つの領域に関する取り組み
を強化することとしています。
　また、中期計画ではこのほか、6つの
地域の重点取り組み、多様な主体との連
携、事業実施基盤の強化、業務運営の効
率化・適正化、安全対策や内部統制など
の計画について示しています。

　JICAは法律に則り、主務大臣※が5年
ごとに指示する中期目標に基づき中期計
画を作成し、主務大臣の認可を受けてい
ます。また、同計画に基づき、年度計画
を策定し業務運営を行っています。

新たな課題への対応も見据えて
　第5期中期計画では、第4期中期計画
期間中に生じた新たな課題への取り組み
なども考慮し、「重点領域」と「重視する
アプローチ」を定めています。
　このうち「重点領域」では、SDGsと方
向性を共有する開発協力大綱の3つの重

「信頼で世界をつなぐ」
というビジョンの下

│ JICAを知る─事業と戦略

新たな5年間に向けて中期計画スタート

第4期中期計画（2017～2021年度）の主な取り組みと成果

　2017年度から2021年度までの第4期中期計画の下で「信
頼で世界をつなぐ」というビジョンを掲げ、さまざまな課題
に取り組みました。その結果、主に以下のような成果があり
ました。

●	新型コロナウイルス感染症の世界的な感染拡大を受け、「予
防」、「警戒」、「治療」の3つを柱とする「JICA世界保健医療
イニシアティブ」を推進し、感染拡大防止に貢献しました。
また、アフリカでのポリオ根絶、キリバスでのフィラリア
症制圧や、母子手帳の導入、安全な水へのアクセスの実現
など、開発途上国の人々の健康を守ることに寄与しました。

●	各地域で連結性の向上に資する質の高いインフラ整備、自
由や民主主義、法の支配といった普遍的価値を共有する人
材の育成などに取り組み、日・ASEAN首脳会議、太平洋・

島サミット（PALM）、アフリカ開発会議（TICAD）などでの
政府公約の着実な達成と、「自由で開かれたインド太平洋」
の実現に向け貢献しました。
●	中小企業・SDGsビジネス支援事業を通じて、開発途上国
の課題解決に有効な民間企業の技術の活用を推進すること
により、わが国の中小企業などの海外展開にも貢献しまし
た。また、海外投融資では、女性の金融アクセス向上や再
生可能エネルギーの利用促進など、SDGs達成に資する事
業を拡大しました。
●	開発途上国の人材が、日本の近代化と戦後復興の経験や、
援助実施国としての経験を日本で学ぶ「JICA開発大学院連
携プログラム」を開始し、親日派・知日派リーダーの育成
に貢献しました。同様に、各国の主要大学で学ぶ「JICAチェ
ア」も展開しました。

JICAが定め、主務大臣に届出

JICAが作成し、主務大臣が認可

主務大臣が定め、JICAに指示

2015年2月に閣議決定

※　外務大臣、財務大臣および農林水産大臣。

年度計画（1年間）

中期計画（5年間）

中期目標（5年間）

開発協力大綱
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2022年度からの5年間を対象とした第5期中期計画では、「自由で開かれたインド太平洋」、親日派・知日派リーダーの育成、
気候変動・環境への取り組み、日本の社会経済の活性化・国際化への貢献を一層強化します。

 第5期中期計画の枠組み

開発協力を取り巻く国際的な枠組み

重点領域

具体的な取り組み

開発協力を通じた開発課題および地球規模課題の解決、わが国の国益への貢献

持続可能な開発目標（SDGs）
パリ協定（気候変動）

●	「自由で開かれたインド太平洋」の実現、国際社会でのリーダー
シップの発揮
●	国の発展を担う親日派・知日派リーダーの育成
●	気候変動・環境への取り組みの強化
●	わが国社会経済の活性化および内なる国際化への貢献

重点課題への取り組み
●	開発途上地域の経済成長の基礎および原動力の確保
●	開発途上地域の人々の基礎的生活を支える人間中心の開発の推進
●	普遍的価値の共有、平和で安全な社会の実現
●	地球規模課題への取り組みを通じた持続可能で強じんな国際社会の構築

多様な担い手と開発途上地域の結びつきの強化
および外国人材受入・多文化共生への貢献
●ボランティア	 ●地方自治体
●外国人材受入・多文化共生	 ●開発教育
●NGO／CSO	 ●大学・研究機関　　●日系社会

JICA開発大学院連携・JICAチェアを通じた
親日派・知日派リーダーの育成

民間企業などとの連携を通じた開発課題の解決への貢献

安全対策・工事安全

国の重要方針と政策

重視するアプローチ

開発協力大綱
関連政策、各種政府公約

●	信頼関係の構築に向けた、オーナーシップとパートナーシップを
重視した協力の推進
●	「JICAグローバル・アジェンダ（課題別事業戦略）」の促進による開
発パートナーとの広範な連携や共創を通じた開発効果の増大
●	ジェンダー平等の推進・多様性の尊重
●	DXの推進

地域の重点取り組み
●東南アジア・大洋州　　●南アジア
●東・中央アジアおよびコーカサス
●中南米・カリブ　　　　●アフリカ　　●中東・欧州

事業実施基盤の強化
●広報　●事業評価　●環境社会配慮　●開発協力人材の育成
●研究　●緊急援助　●不正腐敗防止
●事業の戦略性強化や制度改善
●	国際的な議論への積極的貢献および国際機関・他ドナーなどと
の連携推進

その他重要事項
●組織体制・基盤の強化、DXの推進を通じた業務改善・効率化
●業務運営の効率化、適正化
●組織力強化に向けた人事
●内部統制
●財務内容の改善等

わが国の平和と安全および繁栄、
安定性、透明性および

予見可能性が高い国際環境、
普遍的価値に基づく国際秩序の実現

国際社会におけるわが国への信頼感の向上、
開発途上地域とわが国との関係強化

および国際社会の秩序や規範形成に向けた
わが国の積極的な参画への貢献

開発途上地域との
関係強化の支援を通じた

わが国経済、社会の活性化への
貢献
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化のみならず、海面上昇、熱帯病の拡散、
水資源の枯渇、食料生産への被害などを
もたらすとされ、人間の安全保障や持続
可能な社会経済の実現にとって大きな脅
威となっています。特に、社会経済基盤
が脆弱な開発途上国には、より深刻な影
響が及ぶと考えられます。
　気候変動対策を重要な経営課題に位置
づけ、開発途上国に寄り添いながら、脱
炭素社会への円滑な移行と気候変動に対
して強じんな社会の構築を目指していき
ます。

４．わが国社会経済の活性化および
　　内なる国際化への貢献
　開発途上国との協力においては民間企
業、地方自治体、NGOなどの政府以外
の主体が重要な役割を果たしています。
JICAはこれらの主体との連携をさらに
強化していきます。
　また、日本の技術を活用した開発課題
の解決への取り組みを通じて、民間企業
などの海外展開にも貢献します。開発途
上国での事業を通じて得た知見やネット
ワークを活用し、日本国内での外国人材
受入・共生に向けた取り組みにも適切な
貢献を行います。

１．「自由で開かれたインド太平洋」の実現、
　　国際社会でのリーダーシップの発揮
　JICAは昨今の国際情勢を踏まえ、わが
国の開発協力の実施機関として中核的な
役割を果たしつつ「自由で開かれたインド
太平洋」の実現に向け貢献していきます。
　具体的には、各地域の地政学的な特性
を踏まえて、自由や民主主義、法の支配
といった普遍的価値を共有する人材の育
成、連結性の強化に資する質の高いイン
フラへの投資、ガバナンスの強化や法制
度整備、海上法執行能力の強化、サイバー
セキュリティなどの新たな脅威への対応
などに重点的に取り組みます。

２．国の発展を担う
　　親日派・知日派リーダーの育成
　大学との連携の一環として第4期中期
計画期間中から実施してきた「JICA開発
大学院連携プログラム」を継続し、日本
独自の開発経験やドナーとしての経験の
共有を通じ、親日派・知日派リーダーの
育成およびわが国と開発途上地域の信頼
関係の深化に貢献します。

３．気候変動・環境への取り組みの強化
　気候変動の影響は、災害の増加や甚大

４つの重点領域

第5期中期計画（2022～2026年度）

│ JICAを知る─事業と戦略

［写真：渋谷敦志］

14

 



「JICAグローバル・アジェンダ（課題別
事業戦略）」を策定しました。SDGsへの
関心の高まりなどを背景に、スタート
アップ企業を含むさまざまな企業、研究
機関、市民団体などに開発の担い手が広
がっています。同アジェンダを促進する
ことで、そのような幅広い開発の担い手
との連携や共創を通じ、開発効果の一層
の増大を目指します［➡P.22–27を参照くだ
さい］。

３．ジェンダー平等の推進・多様性の
　　尊重
　JICAはこれまでもジェンダー平等の
推進に取り組んできており、第5期中期
計画においても事業でのジェンダー主流
化などを通じ、一人ひとりが、人間とし
ての尊厳をもって、それぞれの能力を発
揮できるような、平等で多様性を認め合
う社会の実現を目指します。また、組織
運営においてもジェンダーを含むさまざ
まな多様性を尊重し、多様な働き方と成
長環境の充実を図ります。

４．DXの推進
　包摂的で多様性を享受する社会の実現、
自由で安全なサイバー空間の構築、なら
びにポストコロナでの業務実施体制の確
保および業務の効率化を図るべく、デジ
タル化を含む革新的技術の活用やそれら
の実装に向けた環境整備などを進めます。
　事業においては、デジタル技術・データ
の活用を通した新たな価値の創出などを
通じて、事業効果の増大を図ります。組
織運営においては、業務プロセスの改善
や迅速化、専門性を持った人材の確保・
育成や経営資源の最適配分などにより、業
務の質の向上などを積極的に推進します。

１．信頼関係の構築に向けた、
　　オーナーシップとパートナーシップを
　　重視した協力の推進
　JICAが長年にわたり実践してきた、
開発途上地域のオーナーシップ（主体性）
と日本との対等なパートナーシップを基
礎とする協力は、開発協力の効果を高め、
開発途上地域と日本との信頼関係の強化
に寄与してきました。このことを再確認
し、これを引き続き重視します。

２．「JICAグローバル・アジェンダ
　　（課題別事業戦略）」の促進による
　　開発パートナーとの広範な連携や
　　共創を通じた開発効果の増大
　2021年度に、JICAは、世界や開発途
上国が抱える課題ごとに中長期的な目標、
成果と取り組みの優先順位を明確にした

JICAの
重視するアプローチ

│ JICAを知る─事業と戦略

 関連情報
JICAウェブサイト 第5期中期計画

［写真：久野真一］
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https://www.jica.go.jp/disc/chuki_nendo/ku57pq00000t0aea-att/chuki_keikaku05.pdf

